
2.・国保の運営のあり方
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高齢者の加入する医療保険の運営主体のあり方について

これまでの会議において、多くの委員より、高齢者の加入する医療保険の運営主体は都道府県単位とすべきであるとの意見が

あったが、具体的にどのような運営主体とすることが適切か
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※(1)・ (2)・ (4)については、保険料徴収、窓口相談等の業務は市町村が行うことを前提として整理。

月確になる。
連携を図ることができる。
調整機能を発揮することができる。

膊 薫 識 肺 [脚 菌免毒ぜ寺蒲 峯套亀柱b覇する保
:、 保険料の収納対策のインセンティブが働かなくなるおそ

峰墓と1業については、基本的に市町村が事業を実施することとなるが、きめ細やかな事業展開を図るインセンティブ

が働かなくなるおそれがある。

市町村からの出向職員が中心となつて事務処理を行うため、保険料決定や保険料徴収等について、広域連合と市町

村の密接な連携が可能となる。

広域連合議会は、都道府県議会や市町村議会と異なり、高齢者医療に限定した詳細な審議を行うことができる。

都道府県や市町村と比べ、住民から十分に認知されていない。

広域連合長は住民から直接選ばれていないので、責任が明確でないとの指摘がある。
※地方自治法上は、直接公選とすることも可能。

:め 、市町村に対する調整機能が働きにくい。市町村に助言・勧告する権限がない
まずヾ行い、市町村は関与しないこととなれば、市町村は、言義会や4■民に対するイ呆

保険料等の決定については広域連合
:、状況になるとともに、保険料の収納対策のインセンティブが1動 かなくなるおそ

険料等の制度の説明責任が問われなt

れがある。
保健事業については、基本的に市町村が事業を実施することとなるが、きめ細やかな事業展開を図るインセンティブ

が働かなくなるおそれがある。
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(3)市町村
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住民の認知度が高い。

市町村長は、住民から直接選ばれているため、責任が明確になる。

保険料等の決定について市町村が行うことから、議会や住民に対する保険料等の制度の説明責任が明確になる。

事務を実施する上で、組織内でのノウハウが承継しやすい。

○ 高齢化の進展に伴い、高齢者医療費は増大することが見込まれており、市町村単位で財政運営を行うことには限界

がある。

○ 医療保険制度においては、保険財政規模の広域化、地域の医療費水準に見合つた保険料水準の設定のため、保険

者について、都道府県単位を軸とした再編・統合を推進しているが、こうした取組に逆行する。

(市町村国保 ;保険財政共同安定化事業等の実施、協会けんぱ ;国 から都道府県単位の公法人による運営)

○ 市町村間において保険料基準にバラつきが生じることとなる。

○ 国保と同様に、市町村によつては、一般会計からの繰り入れを行うことによる財政負担が生じるおそれがある。

住民の認知度が高い。

厚生労働大臣が直接の責任者となるため、責任が明確になる。

一律の保険料基準を設けることができれば、全国において、同じ所得であれば、同じ保険料となる。

「中央集権から、地域主権へ」という基本的な流れに逆行する。

医療保険制度においては、保険財政規模の広域化、地域の医療費水準に見合つた保険料水準の設定のため、保険

者について、都道府県単位を軸とした再編・統合を推進しているが、こうした取組に逆行する。

(市町村国保 ;保険財政共同安定化事業等の実施、協会けんぱ;国から都道府県単位の公法人による運営)

地域ごとに医療費が異なる中で、国が一律の保険料基準を設けることが適当か。

※ 後期高齢者医療制度においては、被保険者一人当たりの平均保険料額について、最大約2倍の地域格

差があり、全国一律の保険料基準とした場合、著しい保険料の増減が生じる。

地域における保健事業等の取組によつて、地域の医療費を抑えて保険料率に反映させるといつたインセンティブが働

かなくなるおそれがある。
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○ 新たな制度のあり方の検討に当たつての基本的な考え方 (6原則)において、『マニフエストで掲げている「地域保険とし

ての一元的運用」の第一段階として、高齢者のための新たな制度を構築する』としているところ。

○ 平成22年度に国保制度の見直し(参考資料参照)の一環として、市町村国保の広域化を進めることとしている中で、今

後、高齢者医療と市町村国保の一体的な運営を図つていくことについて、どのように考えるか。

<論点>

il鷲轟 、.1
~・

【財政運営】

高齢者医療と市町村国保の運営のあり方について

○ 同一地域に年齢で区分された2つの地域保険が併存している状況を解消することができる。

○ 高齢者医療と市町村国保を都道府県単位で運営することにより、財政運営の安定化を図ることができる。

○ 現在の後期高齢者医療制度、前期高齢者に係る財政調整、市町村国保については、それぞれ財源や仕組

みが異なる中で、どのような財政運営の仕組みを設けることが適切か。

○ 世帯主がまとめて保険料を納付している市町村国保と一体的な運営を図ることにより、後期高齢者医療制

度において個人単位で保険料を徴収したことにより生じた問題点を解消できる。

○ 市町村国保では、保険料額にバラつきがある(同一都道府県内の市町村国保における被保険者一人当た

りの平均保険料額の格差は、最大約3倍 )中 で、どのようにして保険料基準口額の統一を図るべきか。

○ 市町村国保では、収納率の向上が大きな課題となつている中で、財政運営は都道府県単位とした場合、ど

のようにして市町村が収納対策に責任を果たすことのできる仕組みを設けることが可能か。

○ 世帯員が年齢で区分されず、同じ制度に加入することにより、高額療養費において不利益を被る事例が解

消できる。

○ 市町村国保では、保健事業の推進による医療費の適正化が大きな課題となつている中で、財政運営は都道

府県単位とした場合、どのようにして市町村が保健事業に責任を果たすことのできる仕組みを設けることが可

能か。
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① 改正法により、市町村国保の都道府県単位化を進めるための環境整備として、

新たに都道府県の判断により『広域化等支援方針J(※ )の策定ができることに
'L_

② 者5道府県は市町村の意見を聴いて策定することとなるが、可能なものから早期に

策定するよう要請。

③ 現在新たな高齢者医療制度について検討されており、広域化等支援方針の内容に

ついても、この影響を受けることが予想されるため、将来目指すべき方向性を掲げつつ、

当面も平成24年度までに取り組むべきものを中心に定めるよう要請6

(※)広域化等支援方針のイメージ

都道府県が、国保事業の運営の広域化又は国保財政の安定化を推進するため、

市町村の意見を聴きつつ、国保の都道府県単位化に向けて策定する方針。

内容はおおむね以下に掲げる事項。

|(1)事業運営の広域化

・収納対策の共同実施

0医療費適正化策の共同実施

・広域的な保健事業の実施

0保険者事務の共通化 など

財政運営の広域化

・保険財政共同安定化事業

の拡充

・都道府県調整交付金の活用

i___:三里望賛ぜ斐塗壁翌主性_」

(3)都道府県内の標準設定

・保険者規模別の収納率目標

・赤字解消の日標年次

・標準的な保険料算定方式

・標準的な応益割合 など

|(2)

[_二__llT全二三軍鷲 上_三二__」
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運営については、保険料徴収は市町村が行い、

広域連合の財政 リスクの軽減については、国・

財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が行う。

都道府県が共同して責任を果たす仕組み。

負担

都道府県

財政安定化基金
国1/3、 都道府県1/3、

広域連合 (保険料)1/3
高額医療費に係る

/AN費負担味Ю

低所得者等に係る

保険料軽減分の/Ak費負担

(保険基盤安定制度)

2年単位の

財政運営

貸 1寸 (※ )

貸 付 交付 (※ )

窮 趾 ん ま キ婚 張 :響 詢 鵬 卸

…

鈍 軌

(*)平成21年度は、拠出金156億 円について、国費により10億円の補助を実施
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